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す
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教
育
庁
教
育
企
画
室
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般
職
の
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付
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員
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採
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す
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条
例
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員
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体
の
た
め
の
職
員
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為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
人　
事　
課　
等
）　

　

一

〇
宮
城
県
県
税
条
例
及
び
県
税
減
免
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
税　

務　

課
）　

　

二

〇
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
拠
点
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

　

改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
み
や
ぎ
新
し
い
ま
ち
・
未
来
づ
く
り
審
議
会
条
例
を
廃
止
す
る
条
例 

（
市　
町　
村　
課
）　

　

五

 
条

例

　

県
立
高
等
学
校
将
来
構
想
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
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二
年
七
月
七
日
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〇
宮
城
県
条
例
第
四
十
七
号

　
　
　

県
立
高
等
学
校
将
来
構
想
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

県
立
高
等
学
校
将
来
構
想
審
議
会
条
例
（
平
成
二
十
年
宮
城
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
見
出
し
を
「（
設
置
等
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
」
を
「
、
当
該
構
想
に
係
る
施
策
の
成
果
及
び
課
題

の
検
証
そ
の
他
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

審
議
会
は
、
前
項
の
検
証
に
関
し
教
育
委
員
会
に
建
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
六
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
中
「
委
員
」
の
下
に
「
及
び
専
門
委
員
」
を
加
え
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
専
門
委
員
）

第
三
条　

審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２　

専
門
委
員
は
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
、
県
の
職
員
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
者
の
う
ち
か
ら
、
教

育
委
員
会
が
任
命
す
る
。

３　

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
県
立
高
等
学
校
将
来
構
想
審
議
会
の
委
員
の
項
中
「
委
員
」
の
下
に
「
及
び
専
門
委
員
」
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
七
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
四
十
八
号

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
八
条
第
五
項
中
「
第
九
条
」
の
下
に
「
、
第
十
条
の
四
」
を
加
え
る
。

　

（
職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
号
中
「
休
日
及
び
」
を
「
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
、
休
日
及
び
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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宮
城
県
県
税
条
例
及
び
県
税
減
免
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
七
月
七
日
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宮
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号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
及
び
県
税
減
免
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
宮
城
県
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
」

を
加
え
る
。

　

第
二
十
九
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
　

（
個
人
の
県
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
の
提
出
）

第
二
十
九
条
の
三　

法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
告
書
を
提
出
す
る
者
は
、
当
該
申
告

書
と
あ
わ
せ
て
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
告
書
を
、
同
項
に
規
定
す
る
給
与
支
払
者

か
ら
毎
年
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
当
該
申
告
書
を

提
出
す
る
者
の
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
告
書
を
提
出
す
る
者
は
、
当
該
申
告
書
と
あ
わ
せ
て

法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
告
書
を
、
前
項
の
給
与
支
払
者
か
ら
同
項
の
規
定
に
基
づ

く
申
告
書
に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
異
動
を
生
じ
た
日
後
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、

当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
当
該
申
告
書
を
提
出
す
る
者
の
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
　

（
個
人
の
県
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
の
提
出
）

第
二
十
九
条
の
四　

法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
告
書
を
提
出
す
る
者
は
、
当
該
申
告

書
と
あ
わ
せ
て
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
告
書
を
、
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

支
払
者
か
ら
毎
年
最
初
に
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の

前
日
ま
で
に
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
当
該
申
告
書
を
提
出
す
る
者
の
住
所
所
在
地
の
市
町
村

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
前
項
第
一
号
ハ
の
清
算
所

得
は
法
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
削
る
。

　

第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
又
は
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
号
ハ
の
表
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
り
、

同
項
第
二
号
中
「
又
は
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
号
の
表
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
又
は

清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
号
の
表
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
ハ
、
第
二
号
及
び
第
三
号

中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
る
。

　

第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
以
外
の
部
分
中
「
又
は
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
」
を
「
、

第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
又
は
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
」
に
改
め
、「
第
七
十
二
の
二
十
八
第
二
項
」

の
下
に
「
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
」
の
下
に

「
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び

第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
」
を
加
え
、「
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の
五
」
を
「
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の
七
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
三
項
」
に
、「
二
月
」

を
「
一
月
」
に
、「
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
か
ら
そ
の
最
後
の
分
配
又
は
引
渡
し
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
る
。

　

第
六
十
六
条
中
「
千
七
十
四
円
」
を
「
千
五
百
四
円
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
八
条
中
「（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
例
期
間
」
と
い
う
。）」
及
び
「
並
び
に
特
例
期
間
内
に
お
け
る

解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。）
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額
に
係
る
法

人
税
割
（
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
額
又
は
個
別
帰
属

法
人
税
額
及
び
残
余
財
産
の
一
部
の
分
配
又
は
引
渡
し
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
税
額
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額
に

係
る
法
人
税
割
を
含
む
。）」
を
削
る
。

　

附
則
第
九
条
第
二
項
中
「
第
一
号
の
三
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、「
掲
げ
る
日
」
の
下
に
「（
解
散
（
合
併
に
よ

る
解
散
を
除
く
。）
を
し
た
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
解
散
の
日
）」
を
加
え
る
。

　

附
則
第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
特
例
期
間
内
に
お
け
る
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い

て
同
じ
。）
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算

中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
の
分
配
又
は
引
渡
し
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
の
事

業
税
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
ハ
中
「
又
は
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
号
ハ
の

表
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
号
の
表
中
「
及
び
清
算
所
得
」

を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
又
は
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
号
の
表
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項

中
「
及
び
特
例
期
間
内
に
お
け
る
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
当
該
法
人
の
事
業
税
の
額
」
を
削
り
、
同
項
第

一
号
ハ
、
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
及
び
清
算
所
得
」
を
削
る
。

　

附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
、
そ
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
、「
末
日
」
の
下
に
「
、
法
第
七
十
二
条
の

二
十
九
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
事
業
税
に
あ
つ
て
は
そ
の
解
散
の
日
」
を
加
え
る
。

　

附
則
第
十
条
の
二
の
三
中
「
及
び
同
日
以
後
の
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。）
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す

る
法
人
の
事
業
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の

事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
の
分
配
又
は
引
渡
し
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
の
事
業
税
を
含
む
。）」
を
削
る
。
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附
則
第
十
一
条
の
三
中
「
五
百
十
一
円
」
を
「
七
百
十
六
円
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
株
式
等
」
の
下
に
「（
附
則
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
株
式
等
」

と
い
う
。）」
を
加
え
る
。

　

附
則
第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　

（
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
県
民
税
の
所
得
計
算
の
特
例
）

第
二
十
二
条
の
二　

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
五

項
第
二
号
に
規
定
す
る
非
課
税
上
場
株
式
等
管
理
契
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
非
課
税
上
場
株
式
等
管
理
契

約
」
と
い
う
。）
に
基
づ
き
同
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
（
そ
の

者
が
二
以
上
の
同
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
非
課
税
口
座
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
非
課
税
口
座
」
と
い

う
。）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
非
課
税
口
座
に
係
る
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。）
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、
令
附
則
第
十
八
条
の
六
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
と

当
該
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
以
外
の
株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
又
は
雑

所
得
の
金
額
と
を
区
分
し
て
、
こ
れ
ら
の
金
額
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
、
非
課
税
口
座
か
ら
の
非
課
税
口

座
内
上
場
株
式
等
の
一
部
又
は
全
部
の
払
出
し
（
振
替
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
払
出
し
が
あ
つ
た
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た

時
に
、
そ
の
時
に
お
け
る
価
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八
条
の
六
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
払
出
し
時
の
金
額
」
と
い
う
。）
に
よ
り
非
課
税
上
場
株
式
等
管
理
契
約
に
基
づ
く
譲
渡
が
あ
つ
た
も

の
と
、
同
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
移
管
、
返
還
又
は
廃
止
に
よ
る
非
課
税
口
座
内
上
場

株
式
等
の
払
出
し
が
あ
つ
た
非
課
税
口
座
を
開
設
し
、
又
は
開
設
し
て
い
た
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
に

つ
い
て
は
、
当
該
移
管
、
返
還
又
は
廃
止
に
よ
る
払
出
し
が
あ
つ
た
時
に
、
そ
の
払
出
し
時
の
金
額
を
も
つ
て
当

該
移
管
、
返
還
又
は
廃
止
に
よ
る
払
出
し
が
あ
つ
た
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
数
に
相
当
す
る
数
の
当
該
非

課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
と
同
一
銘
柄
の
上
場
株
式
等
（
同
法
第
三
十
七
条
の
十
一
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
上

場
株
式
等
を
い
う
。）
の
取
得
を
し
た
も
の
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
前
項
及
び
附
則
第
二
十
一
条
の
規
定
そ
の

他
の
県
民
税
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。

　

（
県
税
減
免
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

県
税
減
免
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
第
五
十
三
条
第
二
十
四
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
十
九
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一　

第
一
条
中
宮
城
県
県
税
条
例
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
改
正
規
定
（「
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の
五
」

を
「
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の
七
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）　

公
布
の
日

二　

第
一
条
中
宮
城
県
県
税
条
例
第
二
十
九
条
の
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三

項
の
規
定　

平
成
二
十
三
年
一
月
一
日

三　

第
一
条
中
宮
城
県
県
税
条
例
附
則
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
例
附
則
第
二
十
二
条
の
次

に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
項
の
規
定　

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日

　

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
十
九
条
の
三
の
規
定

は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
以
後
に
提
出
す
る
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第

四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

二
十
六
号
。
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。）
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
告
書
に

つ
い
て
適
用
す
る
。

３　

新
条
例
第
二
十
九
条
の
四
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
以
後
に
提
出
す
る
新
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４　

新
条
例
附
則
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
附
則
第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
度
以
後
の
年
度

分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

５　

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）

以
後
に
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
が
行
わ
れ
る
場
合
又
は
施
行
日
以
後
に
解
散
す
る
法
人

の
残
余
財
産
が
確
定
す
る
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
各
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県

民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
解
散
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
各

連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

６　

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
解
散
が
行
わ
れ
る
場
合
又
は
施
行
日
以
後

に
解
散
す
る
法
人
の
残
余
財
産
が
確
定
す
る
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清

算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
の
分
配
又
は
引
渡
し
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
の

事
業
税
を
含
む
。）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

７　

施
行
日
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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８　

施
行
日
前
に
宮
城
県
県
税
条
例
第
六
十
三
条
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第
二
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等

（
同
条
例
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
売
渡
し
を
除
く
。）
が
行
わ
れ
た
製
造
た
ば

こ
を
施
行
日
に
販
売
の
た
め
所
持
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
（
新
条
例
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業

者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）
又
は
小
売
販
売
業
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
者
が
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
号
）
附
則
第
三
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
の
製
造
者
と
し
て
当
該
製
造
た
ば
こ
を
施
行
日
に
こ
れ
ら
の
者
の
製
造
た
ば
こ
の
製
造

場
か
ら
移
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の

者
が
卸
売
販
売
業
者
等
と
し
て
当
該
製
造
た
ば
こ
を
施
行
日
に
小
売
販
売
業
者
に
売
り
渡
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、

こ
れ
ら
の
者
が
卸
売
販
売
業
者
等
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
製
造
た
ば
こ
の
貯
蔵
場
所
の
所
在
地
、
こ
れ
ら
の
者
が
小

売
販
売
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
製
造
た
ば
こ
を
直
接
管
理
す
る
当
該
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
課

税
地
と
し
て
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
県
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
は
、
当
該
売
り
渡
し
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
と
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

税
率
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
。

　

一　

製
造
た
ば
こ
（
次
号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
を
除
く
。）　

千
本
に
つ
き
四
百
三
十
円

　

二　

新
条
例
附
則
第
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
紙
巻
た
ば
こ　

千
本
に
つ
き
二
百
五
円

９　

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
貯
蔵
場
所
又
は
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
ご
と
に
、
地
方
税
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
二
十
七
号
）
で
定
め
る
様
式
に
よ
っ
て
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
当
該
貯
蔵
場
所
又
は
小
売
販
売
業
者
の
営
業

所
の
所
在
地
の
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
（
た
ば
こ
税
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）
及
び
区
分
ご
と
の
数
量
並
び
に
当
該
数
量

に
よ
り
算
出
し
た
県
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
と
な
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数

二　

前
号
の
本
数
に
よ
り
算
定
し
た
前
項
の
規
定
に
よ
る
県
た
ば
こ
税
額

三　

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

　
　

附
則
第
八
項
に
規
定
す
る
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
、
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

10
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係
る
申
告
書
又
は
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す

る
た
ば
こ
税
に
係
る
申
告
書
と
併
せ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
市
町
村
長
又
は
税
務
署
長
に
提
出
し
た
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
提
出
を
受
け
た
市
町
村
長
又
は
税
務
署
長
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、

当
該
申
告
書
は
、
同
項
に
規
定
す
る
県
税
事
務
所
長
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

　
　

附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
申
告
書

11
に
記
載
し
た
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
県
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
は
、同
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、

12
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替

え
て
、
新
条
例
の
規
定
中
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
部
分
（
新
条
例
第
六
十
六
条
の
二
、
第
六
十
六
条
の
四
及
び
第
六

十
六
条
の
七
の
規
定
を
除
く
。）
を
適
用
す
る
。

　
　

卸
売
販
売
業
者
等
が
、
販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
県
内
に
小
売
販
売
業
者
の
営
業

13
所
の
所
在
す
る
小
売
販
売
業
者
に
売
り
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
の
う
ち
、
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
県
た
ば
こ
税
を

課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
返
還
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
県
た
ば
こ
税
に
相
当
す
る
金
額
を
、
新

条
例
第
六
十
六
条
の
七
の
規
定
に
準
じ
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
製
造
た
ば
こ
に
つ
き
納
付
さ
れ
た
、
又
は
納

付
さ
れ
る
べ
き
県
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額
に
係
る
控
除
又
は
還
付
に
併
せ
て
、
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
係

る
県
た
ば
こ
税
額
か
ら
控
除
し
、
又
は
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
還
付
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
卸
売
販

売
業
者
等
が
新
条
例
第
六
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
県
税
事
務
所
長
に
提
出
す
べ
き
申
告
書
に
は
、
地
方
税
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
返
還
に
係
る
製
造
た
ば

こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
に
つ
い
て
の
明
細
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
七
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
五
十
号

　
　
　

過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。
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第
六
十
五
条
第
二
項

第
六
十
六
条
の
五
第
一
項

第
六
十
六
条
の
五
第
二
項

前
項

前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
書

前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す

る前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

宮
城
県
県
税
条
例
及
び
県
税
減
免
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
条

例
第
四
十
九
号
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
平

成
二
十
二
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。）
附
則
第

八
項

平
成
二
十
二
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項
の
規
定

に
よ
つ
て
申
告
書

平
成
二
十
二
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項
及
び
附

則
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る

平
成
二
十
二
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項



　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
過
疎
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
以

下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
条
、
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

新
条
例
第
二
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
県
税
の
課
税
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
新
条
例
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
期
限
が
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
前
に
到
来

し
、
又
は
施
行
日
以
後
三
十
日
以
内
に
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
期
限
は
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
と
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
拠
点
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
七
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
五
十
一
号

　
　
　

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
拠
点
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
拠
点
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
拠
点
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に

関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

新
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
県
税
の
不
均
一
課
税
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
新
条
例
第
三
条
の
規

定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
期
限
が
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
前
に
到
来
し
、
又
は

施
行
日
以
後
三
十
日
以
内
に
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
期
限
は
、
同
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
と
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

み
や
ぎ
新
し
い
ま
ち
・
未
来
づ
く
り
審
議
会
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
七
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
五
十
二
号

　
　
　

み
や
ぎ
新
し
い
ま
ち
・
未
来
づ
く
り
審
議
会
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

　

み
や
ぎ
新
し
い
ま
ち
・
未
来
づ
く
り
審
議
会
条
例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
百
四
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
み
や
ぎ
新
し
い
ま
ち
・
未
来
づ
く
り
審
議
会
の
委
員
の
項
を
削
る
。
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